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１ 総合評価落札方式の概要 

１－１ 総合評価落札方式の意義 

総合評価落札方式の適用により、業務に必要な技術的能力を有する者が履行することとなり、県管

理物の適切な維持管理を実施することで地域住民の安全や長寿命化が図られる。 

また、民間企業が技術力競争を行うことによりモチベーションの向上が図られ、技術と経営に優れ

た健全な企業が育成されるほか、価格以外の多様な要素が考慮された競争が行われることで、適切な

公共調達の執行環境が整備されることも期待される。 

 

○地域維持型契約方式とは 

建設業において、就業者の高齢化や若手技術者の減少、また公共投資の縮小が想定され維持管理

や除雪、災害対応など地域を支える担い手の確保が重要となっている。 

地域維持型契約方式は、社会資本等の維持管理や除雪、災害対応など地域維持に不可欠な維持管

理業務等について、複数年度契約、包括発注および共同受注により地域の実状に応じた発注方式を

実施するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 総合評価落札方式の種類及び適用区分 

種類は当型式のみとし、適用は当該業務の規模・内容等を踏まえ、業務体制の評価が有効な場合で

業務を包括契約又は複数年契約、共同受注により発注する課（室）、地方機関においてその所属長が

必要と認めた業務とする。 
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２ 実施手順 

２－１ 総合評価落札方式実施手順 
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◆公告文及び価格以外の評価項目・落札者決定基準を明示する。

　総合評価落札方式を実施する場合の標準的な手順は次のとおりとする。
所要日数については業務の内容に応じて適宣短縮を図ること。

適宜，数

件分をま

とめて事

前に行な

うことが

出来る。

対象業務の選定とその理由及び
評価項目落札者決定方法の検討

業務担当課等の長※②

◆総合評価方式実施の適否の検討

◆落札決定基準の検討

◆業務担当課等とは，業務を発注する課（室）又は

　地方機関をいう。

学識経験者から意見聴取
◆以下の事項について意見聴取

・落札決定基準について留意すべき事項

・落札決定時の意見聴取の必要性※①

総合評価点の算出

◆総合評価技術資料等提出

設計書完成

・落札者決定基準の設定
　・入札参加資格条件の設定

物品調達等競争入札委員会
◆落札決定基準の審議

◆入札参加資格条件の審議

◆審議状況は記録に残しておく（５別紙１様式参照）

質問書受付・回答

入札公告

価格以外の
評価点の算出

◆入札参加者が提出する総合評価技術資料に基づき，価格以外の評価点を算出。

業務担当課等の長※② ◆価格以外の評価点の決定

11日間

質問回答の閲覧

入札書提出期限

業務担当課等の長※② ◆落札者の仮決定

◆落札候補者の選定

◆総合評価点が最も高く，入札金額が最も低い者が２者以上ある場合は，くじにより

　落札候補者を決定

開　　　　札

　・入札参加資格，入札価格の審査
　・総合評価技術資料提出の有無及
　　び記載の有無の審査

◆入札参加資格（登録業種，登録等級，事務所の所在地，優遇措置条件）の審査

◆入札価格が予定価格を超えないことの確認

◆資料提出及び記載の有無について審査

◆「施工計画等」において，各評価項目の中で一つの評価項目でも全く記載がない場合は

　評価しない。

◆上記審査の結果，不適格者には入札参加資格不適格通知書を出す。

数値的判断基準の適用
◆入札価格が調査基準価格を下回る場合に実施。

◆数値的判断基準により適否を判定し，「落札不適当」者は総合評価に入らない

　とともに，履行能力確認調査結果通知書を出す。

価格評価点
の算出

落札者の決定・通知 物品調達等競争入札委員会

◆学識経験者からの意見を聴いた場合，履行能力

　確認調査を行った場合，委員会の審議に付す。

◆審査状況は記録に残しておく（５別紙１様式参照）

◆入札執行者が落札者を決定

裏付け資料の確認（落札候補者）
※審査結果に応じて次候補に資
　 料の提出を求める場合がある。

◆落札候補者の価格以外の評価内容の真偽（申し出内容の裏付け）を確認し適否を判断。

◆必要によりヒヤリングを実施

◆入札参加資格（数値的判断基準の適用前に審査した項目を除く）を確認し適否を判断。

◆配置技術者の追加専任が求められている入札者については全員分の技術資料の有無を

　確認する。

◆上記審査の結果，不適格者については，入札参加資格不適格通知書を出す。

履行能力確認調査

◆落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回る場合に実施。

（工事費内訳書に基づく調査は原則省略）

◆実施した場合は履行能力確認調査結果について建設工事競争入札委員会で審議

◆履行能力確認調査で否となった入札者には，履行能力確認調査結果通知書を出す。

落札者の選定

入札結果の公表

◆公表内容

　①総合評価落札方式を行なう理由　②入札参加条件設定調書

　③積算内訳書　④入札調書

　⑤価格点，価格以外の評価点，総合評価点

　⑥競争入札委員会復命書（調査基準価格を下回る入札があった場合）

　⑦落札者とした理由

契約手続 ※②「業務担当課等の長」の意思決定に当たっては，業務を発注する課（室）又は発注

　　機関の長が委員長となる物品調達等競争入札委員会で審議又は委員会メンバーへの

　　報告等の方法を活用してもよい。その場合，審議結果を記録に残しておく

　（５別紙１様式参照）

（学識経験者から意見聴取）
※①で落札者決定時の意見が必要

であると述べられた場合

◆以下の事項について意見聴取

・価格その他の条件が県にとって最も有利なものの決定であること
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３ 総合評価落札方式における審査・評価 

３－１ 総合評価算定基準 

１ 総合評価点の算定方法 

（１）総合評価は、入札参加者のうち、次の要件をすべて満たす者を対象に行う。 

ア 入札公告に定めた入札参加資格（登録業種、登録等級、事務所の所在地及び優遇

措置条件）についてすべての条件を満たし、無効でない者。 

イ 入札価格が予定価格を超えない者。 

ウ 価格以外の評価を行うため、入札公告で定めた技術等の資料（以下「総合評価技

術資料」という。）を提出した者。ただし、総合評価技術資料に記載がないものは

除く。 

エ 入札価格が調査基準価格を下回った入札で、履行能力確認調査における数値的判

断基準で落札不適当と判定されなかった者。 

なお、ア～ウの要件を満たさず、無効となったものは、エの数値的判断基準は適用

しない。 

（２）総合評価点は次の式により算定する。 

総合評価点  ＝ 価格評価点  ＋ 価格以外の評価点  

（３）価格評価点と価格以外の評価点の配点は、次のとおりとする。 

ア 価格評価点          ７０.００点 

イ 価格以外の評価点       ３３.００点 

ウ 総合評価点         １０３.００点 

 

〔※評価点は、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位とする。〕 
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２ 価格評価点の算定方法 

（１）価格評価点は、「宮城県建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）の手引き 

２ 価格評価点の算出方法」により算定する。 

【参考】 

価 

 

格 

 

評 

 

価 

 

点 

 

満点入札率（%） 

Ａ＝（設計純工事費×0.97＋設計現場管理費×0.85＋設計一般管理費×0.63）÷設計額×100 

ただし、92%を超える場合は、92%に置き換える。 

①（Ａ%＜入札率≦100%）の場合 

入札率 105%における価格評価点が 0 点 

                     の２点を通る 

入札率Ａ%における価格評価点 70 点 

ｘ２/a２+y２ /b２=1（b>a>0）で示される楕円の式により算出される以下の y の値（正）とする。 

◆価格評価点 ｙ＝（b２×（1－ｘ２/a２））1/2 

y：価格評価点 

x：入札率－Ａ 

a：105－Ａ 

b：70 点 

②（Ａ%≧入札率）の場合（レベル区間）  

入札率Ａ%以下は、価格評価点の満点を一定とする。 

◆価格評価点 ｙ＝70 点 

  価格評価点算定グラフ 

0
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50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

価
格
評
価
点

入札率（％）

価格評価点－入札率

最大入札率９２％まで、工事案件毎に失格判断基
準額に応じて満点ラインが変動する

満点ラ イ ンが変動
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３ 価格以外の評価点の算定方法 

（１）価格以外の評価点 

価格以外の評価点は、入札参加者が提出した総合評価技術資料（「様式－地１～２」）に

基づき算定した評価点の合計とする。評価の視点の「技術力」、「社会性」、「地域性」に

ついては、入札参加者の申告により評価し、「業務計画等」については、入札参加者の記載

内容を発注者が評価を行い、評価点を算定する。 

（２）総合評価技術資料の提出が無い者の取り扱い 

総合評価技術資料の提出が無い者は無効とする。 

（３）総合評価技術資料に記載の無い者の取り扱い 

●無効とする場合 

・「様式－地１～２」に全く記載がない場合 

・「様式－地２」の施工計画等の評価項目の内、いずれかひとつの評価項目でも全く記載が

無い場合 

（４）技術力、社会性、地域性に関する評価 

技術力、社会性、地域性に関する評価は入札参加者の申告を最大点とし、以下の取り扱い

により発注者が行う修正評価は減点措置のみとする。 

（５）虚偽の申告による入札の取り扱い 

虚偽の申告とは、故意に入札参加者が有している実績以上の内容で申告をし、実績資料の

確認において入札参加者が説明できない架空の申告をしたことが明らかになった場合とし、

当該入札を無効とする。 

（６）錯誤の申告による入札の取り扱い 

錯誤の申告とは、入力ミスや判断ミスで、入札参加者が有している実績と異なった内容で

申告をした場合等とする。実績資料の確認において、錯誤の申告による過大申告が明らかに

なった場合には、発注者は当該評価項目の評価を最低点に修正する。（入札参加者の実績が

中間点であることが明らかな場合でも、最低点に修正する。）しかし、錯誤の申告による過

小申告が明らかになった場合には、入札参加者の申告点の修正は行わない。 

・錯誤又は虚偽の判断については、別紙「評価項目の錯誤及び虚偽の判断基準の例」を参照

のこと。 

・「様式－地１」と「参考資料－１、２」との申告内容が異なっている場合及び「参考資料

－１、２」に記載されている実績が要件を満たさない場合には、別途、要件を満たす実績

資料が提出されれば、それをもって申告内容の裏付け資料とすることが出来るものとす

る。 

（７）不誠実な行為（過去 3 ヶ月）の有無の取り扱い 

公告日の翌日以降落札者の決定までの間に、別紙２「価格以外の評価項目における評価基

準」の「５．不誠実な行為の有無」で規定する不誠実な行為が確認された場合は、発注者が

評価時に減点措置を講じるものとする。 
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４ 落札者の決定方法 

（１）落札候補者の決定 

入札価格が予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、総合評価点の最も高い者

を落札候補者とする。 

（２）総合評価点が同点の場合の取り扱い 

総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とし、入

札価格も同じ者が２者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。 

（３）落札候補者の確認審査 

落札候補者から提出された実績資料等に基づき、落札候補者の価格以外の評価内容の真偽

（申し出内容の裏付け）を確認し、適否を判断する。落札候補者の価格以外の評価点の修正

評価は、３（４）～（７）によるものとする。 

（４）配置する技術者に対するヒアリング 

落札候補者の確認審査にあたり、必要に応じて配置する技術者に対するヒアリングが出来

るものとする。その場合、例えば以下の項目について確認する。 

・配置する技術者の経歴、資格 

・当該業務の履行上の課題、特に配慮すべき事項の有無、技術的所見 

・当該業務に関する質問の有無等 

（５）調査基準価格を下回る入札について 

調査基準価格を下回る入札価格の落札候補者については、履行能力確認調査を行った上で

適否を判断する。 

（６）落札者の決定 

（３）及び入札参加資格の確認、及び（５）の履行能力確認調査の結果、落札者として適

当と認める場合は、落札者とみなす。 

 

（７）配置する技術者の取り扱い 

・配置する技術者（主任技術者又は監理技術者）の変更は、業務に支障が無い限り認める。 

・変更する場合は、同等の資格を持つものとする。 
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※評価項目の錯誤及び虚偽の判断基準の例 

虚偽

点数変更なし 最低点再評価 企業実績どおりの評価 無効

企業の工事成績評定(過去暦年
5年間の平均）

過小申告 ・平均点数の認識違いによる過大申告　等 説明できない架空の申告
をした場合

地理的条件 過小申告 ・業務箇所の認識違いによる過大申告
・所在年数の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

機械保有状況 過小申告 ・保有台数の認識違いによる過大申告
・評価対象外の建設機械による過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

技術職員数 過小申告 ・技術職員数の認識違いによる過大申告
・業務区域の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

業務理解度

同種業務の実績 過小申告 ・評価対象期間外の履行実績による過大申告
・県発注業務以外の履行実績による過大申告
・実績年数の考え方の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

配置する技
術者の評価

技術者が有する技術資格または
業務経験

過小申告 ・技術者が有する資格の認識違いによる過大申告
・評価対象期間外の従事経験による過大申告
・県発注業務以外の従事経験による過大申告
・経験年数の考え方の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

労働福祉

建設業退職金共済制度や退職
一時金制度等の導入の有無

過小申告 ・制度の認識違いによる過大申告　等 説明できない架空の申告
をした場合

ICT活用証明書・週休2日実施証
明書の有無

過小申告 ・評価対象外の証明書による過大申告　等 説明できない架空の申告
をした場合

女性活躍推進 過小申告 ・制度の認識違いによる過大申告　等 説明できない架空の申告
をした場合

県内の市町村が管理する道路
の除融雪業務の実績(過去5ヶ年
度）

過小申告 ・評価対象外の業務実績による過大申告
・業務箇所の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

県内の市町村の施設管理業務
等の実績（過去5ヶ年度）

過小申告 ・評価対象外の業務実績による過大申告
・業務箇所の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

宮城県のスマイルサポーターとし
ての実績（過去5ヶ年度）

過小申告 ・評価対象期間外の実績による過大申告
・業務箇所の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

災害対策基本法に基づく指定地
方公共機関等の有無

過小申告 ・指定地方公共機関等の認識違いによる過大申告　等 説明できない架空の申告
をした場合

防災協定締結の有無 過小申告 ・指定地方公共機関等の業務目的の認識違いによる過
大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

災害時の配備体制及び訓練実
施の有無（過去1ヶ年度）

過小申告 ・公共土木施設災害に関係しない訓練実績による過大申
告
・評価対象期間外の訓練実績による過大申告
・防災協定の目的の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

災害時における地域貢献の実績
の有無（過去5ヶ年度）

過小申告 ・評価対象期間外の実績による過大申告
・実績箇所の認識違いによる過大申告　等

説明できない架空の申告
をした場合

業務、体制等の工夫

地域特性の理解度

不誠実な行為の有無 過小申告 ・認識違い、転記ミス等説明ができる場合 ・公告日の翌日以降落札
者の決定までに該当行為
があった場合 は、発注者
が減点措置を講じる。

故意に該当行為を申告し
ない場合

評価の視点 評　価　項　目

錯誤

地
域
性

業

務

計
画

等

※「様式地－１」と「参考資料－１」との申告内容が異なっている場合及び「参考資料－１」に記載されている実績が要件を満たさない場合には、別途、要件を満たす実績証明資料が
提出されれば、それをもって申告内容の裏付け資料とすることが出来るものとする。

生産性向
上・働き方改

革

・発注者が指定した評価項
目のうち１項目でも全く記
載が無い場合
・開札後ヒアリングの指定
日時に配置技術者が出席
できない場合

業務計画等

・様式-地2の各「評価の視点」について、１視点以上記載
がありその他の視点には記載が無い場合、記載の無い視
点は「不適切」とする

地域貢献

災害時地域
貢献

技
術
力

企業評価

減点項目

社
会
性
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別紙１ 価格以外の評価項目及び評価点 

 

  

評価基準 配点 評価点
評価点

持ち点

75点未満または実績なし 0 0.00

75点以上78点未満 1 0.45

78点以上80点未満 2 0.90

80点以上82点未満 3 1.35

82点以上 4 1.80

業務箇所の市町村内に本社・本店が10年未満所在または所在なし 0 0.00

業務箇所の市町村内に本社・本店が10年以上20年未満所在 2 0.90

業務箇所の市町村内に本社・本店が20年以上所在 4 1.80

下記以外 0 0.00

自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数未満、1/2以上 2 0.90

自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数以上 4 1.80

下記以外 0 0.00

指定する区域に在住している技術職員数が指定人数未満、1/2以上 2 0.90

指定する区域に在住している技術職員数が指定人数以上 4 1.80

下記以外 0 0.00

同種業務を１年以上３年未満履行した実績あり 1 1.00

同種業務を３年以上履行した実績あり 2 2.00

下記以外 0 0.00

2級土木施工管理技士または同種業務を１年以上３年未満経験 1 1.00

1級土木施工管理技士または同種業務を３年以上経験 2 2.00

未導入 0 0.00

導入済み 2 1.00

実績なし 0 0.00

ICT活用証明書または週休2日実施証明書を取得 2 0.75

実績なし 0 0.00

本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」の認証取得済み 2 0.75

実績なし 0 0.00

市町村が管理する道路の除融雪業務の実績あり 2 0.85

業務箇所の市町村内での市町村が管理する道路の除融雪業務の実績あり 4 1.69

実績なし 0 0.00

市町村の施設管理業務の実績あり 2 0.85

業務箇所の市町村内での市町村の施設管理業務の実績あり 4 1.69

下記以外 0 0.00

業務箇所を所管する土木事務所管内での県のスマイルサポーターとしての実績あり 1 0.42

業務箇所を所管する土木事務所管内かつ業務箇所の市町村内での県のスマイルサポーターとしての実績あり 2 0.85

指定なし 0 0.00

災害対策基本法に基づく指定公共機関（国指定） 3 1.35

災害対策基本法に基づく指定地方公共機関（県指定） 5 2.24

防災協定なし 0 0.00

県以外（国、市町村）との防災協定（配備体制等含む）あり 2 0.90

県との防災協定（配備体制等含む）あり 3 1.35

県との防災協定（配備体制等含む）ありかつ業務箇所の市町村内に本社・本店あり 4 1.79

実績なし 0 0.00

実績あり（防災協定に基づかない訓練） 1 0.45

実績あり（防災協定の目的を達成するための訓練） 2 0.90

実績あり（複数の防災協定（目的別）の目的を達成するための訓練をそれぞれ実施） 3 1.35

実績なし 0 0.00

実績あり 2 0.90

実績あり（業務箇所を所管する土木事務所管内の実績の場合） 4 1.79

実績あり（複数の防災協定（目的別）について、それぞれ対応した実績または単一の防災協定
について、複数回対応した実績）

6 2.69

26.00

7.00

33.00

文書での改善指示複数回目（工事成績の減点措置複数件） -2 -8.00

文書での改善指示１回目（工事成績の減点措置1件） -0.5 -2.00

なし 0 0.00

33.00

12.30

0.00

7.00

評価の視点 評　価　項　目

技
術
力

地理的条件

機械保有状況

企業評価

企業の工事成績評定（過去暦年5年間の平
均）

技術者が有する技術資格または業務経験

11.20

技術職員数

業務
理解度

同種業務の実績

配置する
技術者
の評価

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

社
会
性

女性活躍推進

中　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

減
点

災害時における地域貢献の実績の有無（過去
5ヶ年度）

中　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

業

務

計

画

等

地
域
性

災害時
地域貢献

業務計画等
業務、体制等の工夫

地域貢献
県内の市町村の施設管理業務等の実績（道
路除融雪業務を除く）（過去5ヶ年度）

評　点　満　点　の　合　計

不誠実な行為（過去3ヶ月）の有無

地域特性の理解度

2.50ICT活用証明書・週休2日実施証明書の有無

労働福祉

生産性向
上・働き方

改革

建設業退職金共済制度や退職一時金制度等
の導入の有無

県内の市町村が管理する道路の除融雪業務
の実績（過去5ヶ年度）

災害対策基本法に基づく指定地方公共機関
等の有無

災害時の配備体制及び訓練実施の有無（過
去1ヶ年度）

防災協定締結の有無

宮城県のスマイルサポーターとしての実績（過
去5ヶ年度）
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別紙２ 価格以外の評価項目における評価基準 

※以下の価格以外の評価項目の条件において「入札公告日まで」とは入札公告日の当日を含むこととする。 

※土木事務所管内とは、大河原、仙台、北部、栗原、東部、登米、気仙沼の土木事務所、地域事務所の管内

とする。 

１．技術力 

１）企業評価 

①企業の工事成績評定（過去暦年5年間の平均） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 75 点未満または実績なし 

1 標準 75 点以上 78 点未満 

2 良 78 点以上 80 点未満 

3 良 80 点以上 82 点未満 

4 優良 82 点以上 

 宮城県建設工事競争入札参加資格登録承認者名簿記載点数とする。（同名簿記載点数が過去暦年5年間の平均と
なっている。） 

 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの工事成績評定を対象とすることが
できる。 

②地理的条件 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 業務箇所の市町村内に本社・本店が10年未満所在または所在なし 

2 良 業務箇所の市町村内に本社・本店が10年以上20年未満所在 

4 優良 業務箇所の市町村内に本社・本店が20年以上所在 

 当該業務入札公告日において、当該業務箇所の市町村内に、建設工事入札参加登録に届け出のある本社・本店
が10年以上所在している企業を対象とする。 

 なお、業務箇所が複数の市町村におよぶ場合は、いずれかの市町村に本社・本店が所在していれば認める。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの本社・本店の所在地を対象とする

ことができる。 

③機械保有状況 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 下記以外 

2 良 自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数未満、1/2

以上 

4 優良 自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数以上 

 当該業務入札公告日に有効な経営事項審査（決算日から1年7ヶ月有効）で申請している建設機械を対象とす
る。 

 対象となる建設機械とは、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、ダ
ンプ、移動式クレーン、締固め用機械、解体用機械、高所作業車をいう。 

 指定台数は、発注者が別途設定する。（例：良評価7台以上15台未満、優良評価15台以上） 
 リースは受注者自身がリースする場合は対象となるが、下請負業者がリースする場合は対象とならない。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、各構成員の保有台数を合算した台数を対象とするこ

とができる。  
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④技術職員数 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 下記以外 

2 良 指定する区域に在住している技術職員数が指定人数未満、1/2以上 

4 優良 指定する区域に在住している技術職員数が指定人数以上 

 当該業務入札公告日に有効な経営事項審査（決算日から1年7ヶ月有効）で申請している技術職員名簿のうち、
当該業務入札公告日時点で当該業務の業務区域に在住している者を対象とする。 

 指定人数は、災害等の緊急時のパトロールに必要な技術職員数（○パーティー×△人）など、地域の実状や業
務内容・規模等を勘案し発注者が別途設定する。 

 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、各構成員の技術職員数を合算した人数を対象とする
ことができる。 

２）業務理解度 

①同種業務の実績 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 下記以外 

1 標準 同種業務を１年以上３年未満履行した実績あり 

2 優良 同種業務を３年以上履行した実績あり 

 同種業務とは、発注者が指示する業種を含む業務とし、宮城県発注の業務とする。 
 当該業務の開札日の属する年度の直前5ヶ年度及び当該業務入札公告日までに完了した業務で、元請として履行

した業務を対象とする。 
 実績年数は業務期間によるものとし、12ヶ月毎に1年とカウントするものとする。 
 当該業務入札公告日に履行中の業務については、業務を履行したことが確認できる期間に限り実績として認め

る。 
 複数の業務を履行している場合は、合算してカウントできる。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、各構成員の実績を合算した年数を対象とすることが

できる。 
 共同企業体又は組合としての実績を認める場合は、構成員としての出資比率20%以上のものに限る。ただし、同

種業務を分担施工として履行した場合は、出資比率に関係なく認める。 

３）配置する技術者の評価 

①技術者が有する技術資格または業務経験 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 下記以外 

1 標準 2級土木施工管理技士または同種業務を１年以上３年未満経験 

2 優良 1級土木施工管理技士または同種業務を３年以上経験 

 1級・2級土木施工管理技士の場合は、当該業務入札公告日までに合格証明証を受けた技術者を対象とする。 
 同種業務とは、発注者が指示する業種を含む業務とし、宮城県発注の業務とする。 
 当該業務の開札日の属する年度の直前5ヶ年度及び当該業務入札公告日までに完了した業務で、元請の主任・監

理技術者として従事した業務を対象とする。 
 経験年数は、主任・監理技術者として従事した期間によるものとし、12ヶ月毎に1年とカウントするものとす

る。 
 当該業務入札公告日に履行中の業務については、業務を履行したことが確認できる期間に限り実績として認め

る。 
 複数の業務に従事している場合は、合算してカウントできる。 
 当該業務における主任・監理技術者を対象とする。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、専任で配置する技術者を対象とする。なお、専任技

術者が複数名となる場合は、専任で配置する技術者のうち、いずれかの技術者を対象とすることができる。ま
た、専任を要しない場合は、構成員いずれかの技術者を対象とすることができる。 
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２．社会性 

１）労働福祉 

①建設業退職金共済制度や退職一時金制度等の導入の有無 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 未導入 

2 標準 導入済み 

 対象となる制度は下記のいずれかとする。 
・建設業退職金共済制度 
・退職一時金制度 

「労働協約」または「就業規則」に退職手当に関する事項について定めがある場合、中小企業退職金共済制
度、特定退職金共済団体制度 

・企業年金制度 
厚生年金基金制度、適格退職年金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度 

 当該業務入札公告日に有効な経営事項審査（決算日から1年7ヶ月有効）の評価結果を対象とする。ただし、経
営事項審査時以降に導入した場合は、当該業務入札公告日における導入状況で評価することができる。 

 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成企業全ての導入状況を対象とする。 

２）生産性向上・働き方改革 

①ICT活用証明書・週休2日実施証明書の有無 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 実績なし 

2 標準 ICT活用証明書または週休2日実施証明書を取得 

 本県、国土交通省、東北各県及び仙台市が発行する「ICT活用証明書」及び「週休2日実施証明書」のいずれか
を有する企業を評価対象とする。なお、技術者を対象として発行された証明書については、発行日時点の所属
企業が有しているものとみなし、評価対象とする。 

 当該業務入札公告日において発行日から2年以内の証明書を対象とする。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの企業に発行された証明書を対象と

する。なお、技術者を対象として発行された証明書については発行日時点の所属企業が有しているものとみな
し、評価対象とする。 

②女性活躍推進 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 実績なし 

2 優良 本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」の認証取得済み 

 当該業務入札公告日に有効な宮城県建設工事入札参加登録資格審査の承認結果を対象とする。ただし、入札参
加登録時以降に認証取得した場合は、当該業務入札公告日における認証取得状況で評価することができる。 

 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの企業が認証されていれば評価対象
とする。 
  

11



３．地域性 

１）地域貢献 

①県内の市町村が管理する道路の除融雪業務の実績（過去5ヶ年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 実績なし 

2 良 市町村が管理する道路の除融雪業務の実績あり 

4 優良 業務箇所の市町村内での 

市町村が管理する道路の除融雪業務の実績あり 

 「道路の除融雪業務」とは、県内の市町村の発注業務で、冬期間を通じ出動基準等に基づき、除雪作業、運搬
排雪作業、凍結防止剤散布作業、雪道パトロール等を実施する業務とする。 

 当該業務の開札日の属する年度の直前5ヶ年度及び当該業務入札公告日までに完了した業務、及び、当該業務入
札公告日において履行中の業務を対象とし、元請として履行した実績を対象とする。 

 道路管理業務（施設管理業務）と合併した道路除融雪業務は実績の対象とする。（道路管理業務（施設管理業
務）と道路除融雪業務を合併した契約の場合は、両方の実績を認める。） 

 単発で工期、区間を定めて発注される除雪、雪庇の除去等を実施する業務は対象外とする。 
 契約したが作業実績がなく報酬が発生しなかった業務は対象外とする。 
 道路除融雪業務を県内の市町村と覚書、協定等の形式で実施している場合も対象とするが、その場合には、道

路管理者の除雪計画等に基づき業務を実施した実績を要する。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの実績を申告することができる。 
 業務箇所が複数の市町村におよぶ場合は、いずれかの市町村での実績があれば実績として認める。 
 共同企業体（甲型JV）として除融雪業務の実績がある場合は、全ての構成員の実績とみなす。ただし、共同企

業体（乙型JV）の構成員又は組合の組合員は分担工事(業務)として除融雪業務の実績がある場合のみ認める。 

②県内の市町村の施設管理業務等の実績（道路除融雪業務を除く）（過去5ヶ年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 実績なし 

2 良 市町村の施設管理業務の実績あり 

4 優良 業務箇所の市町村内での 

市町村の施設管理業務の実績あり 

 「施設管理業務」とは、県内の市町村の発注業務で、一定期間を通じ管理者の指示等に基づき、県内の市町村
の管理施設の巡視・巡回、除草、伐木、除根、補修、清掃、除融雪（道路除融雪業務を除く）等を実施する業
務とする。 

 当該業務の開札日の属する年度の直前5ヶ年度及び当該業務入札公告日までに完了した業務、及び、当該業務入
札公告日において履行中の業務を対象とし、元請として履行した実績を対象とする。 

 道路除融雪業務と合併した施設管理業務は実績の対象とする。（道路除融雪業務と施設管理業務を合併した契
約の場合は、両方の実績を認める。） 

 単発で工期、区間を定めて発注される除草、補修等を実施する業務は対象外とする。 
 契約したが作業実績がなく報酬が発生しなかった業務は対象外とする。 
 施設管理業務を県内の市町村と覚書、協定等の形式で実施している場合も対象とするが、その場合には、実際

の業務実績を要する。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの実績を申告することができる。 
 業務箇所が複数の市町村におよぶ場合は、いずれかの市町村での実績があれば実績として認める。 
 共同企業体（甲型JV）として施設管理業務の実績がある場合は、全ての構成員の実績とみなす。ただし、共同

企業体（乙型JV）の構成員又は組合の組合員は分担工事（業務）として施設管理業務の実績がある場合のみ認
める。 
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③宮城県のスマイルサポーターとしての実績（過去5ヶ年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 下記以外 

1 良 業務箇所を所管する土木事務所管内での 

県のスマイルサポーターとしての実績あり 

2 優良 業務箇所を所管する土木事務所管内かつ業務箇所の市町村内での 

県のスマイルサポーターとしての実績あり 

 「スマイルサポーター」とは、入札参加者や加入する団体が宮城県のスマイルサポーター（「スマイルロード
サポーター」「スマイルリバーサポーター」「スマイルビーチサポーター」「スマイルポートサポーター」
「みやぎふれあいパークサポーター」）として認定され、清掃、除草、緑化などの美化活動を行った実績とす
る。 

 当該業務入札公告日において、スマイルサポーターとして認定が継続されており、当該業務の開札日の属する
年度の直前5ヶ年度の活動実績を対象とする。 

 企業ぐるみの活動を対象とするため、社員等が個人的に認定団体に参加しているものは対象外とする。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの実績を申告することができる。 
 実績資料（落札候補者のみ提出）は、「スマイルサポーターに関する覚書」「スマイルサポーター実績報告」

「スマイルサポーター構成員名簿」の写しとする。また、入札参加者の所属する団体がスマイルサポーターと
して認定を受けている場合には当該団体に加入していることを証する書類を提出する。 

 業務箇所が複数の管内におよぶ場合は、いずれかの管内での実績があれば実績として認める。 
 業務箇所が複数の市町村におよぶ場合は、いずれかの市町村での実績があれば実績として認める。 

 

２）災害時地域貢献 

①災害対策基本法に基づく指定地方公共機関等の有無 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 指定なし 

3 良 災害対策基本法に基づく指定公共機関（国指定） 

5 優良 災害対策基本法に基づく指定地方公共機関（県指定） 

 当該業務入札公告日において災害対策基本法に基づく指定公共機関または指定地方公共機関の有無を対象とす
る。 

 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの指定状況を申告することができ
る。 

 指定公共機関とは、災害対策基本法第2条第5項に基づき内閣総理大臣の指定を受けた団体等をいう。 
（団体一覧：https://www.bousai.go.jp/taisaku/soshiki/s_koukyou.html）  

 指定地方公共機関とは、災害対策基本法第2条第6項に基づき宮城県知事の指定を受けた団体等をいう。 
（団体一覧：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bousai/km-sitei-miyagi.html） 

 確認資料（落札候補者のみ提出）は入札参加者の所属する団体が災害対策基本法に基づく指定公共機関または
指定地方公共機関に指定されている場合、当該業務入札公告日において当該団体に加入していることを証する
書類を提出する。 

②防災協定締結の有無（指定地方公共機関等の団体においては、当該機関の業務と同

等の目的で締結した協定を除く） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 防災協定なし 

2 標準 県以外（国、市町村）との防災協定（配備体制等含む）あり 

3 良 県との防災協定（配備体制等含む）あり 

4 優良 県との防災協定（配備体制等含む）あり 

かつ業務箇所の市町村内に本社・本店あり 

 当該業務入札公告日において県、国又は県内の市町村との防災活動に関する協定締結の有無を対象とする。 
 県との防災協定は県内全域に拠点等を有し、支援体制を確保できる各種業界団体と締結したものを指し、「特

定家畜伝染病発生時等における防疫措置への協力に関する協定書」に基づく実績も対象とする。 
 ただし、指定公共機関及び指定地方公共機関である団体が、指定公共機関及び指定地方公共機関の業務と同等

の目的で締結した防災協定は除く。なお、「指定公共機関の業務の目的」とは、各指定公共機関が策定した
「防災業務計画」の内容を指し、また、「指定地方公共機関の業務の目的」とは、県が策定した「宮城県地域
防災計画」における防災機関の業務大綱に示す内容を指す。 

 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの協定を申告することができる。 
 確認資料（落札候補者のみ提出）は防災協定の写し及び防災活動に対し一定の役割を果たすことを証明する書

類（配備体制図又は配備要領等が明示されているもの）とする。また、入札参加者の所属する団体が防災協定
を締結している場合には当該団体に加入していることを証する書類を提出する。 

 業務箇所が複数の市町村におよぶ場合は、いずれかの市町村に本社・本店が所在していれば認める。 
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③災害時の配備体制及び訓練実施の有無（過去1ヶ年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 実績なし 

1 標準 実績あり（防災協定に基づかない訓練） 

2 良 実績あり（防災協定の目的を達成するための訓練） 

3 優良 実績あり（複数の防災協定（目的別）の目的を達成するための訓練をそ

れぞれ実施） 

 災害時の配備体制に基づき、公共土木施設災害の応急対応等に資する訓練や防災協定の目的を達成するための
訓練の実績を対象とする。 

 指定地方公共機関等の団体においては、当該機関の業務と同等の目的で締結した協定に基づく訓練も含める。 
 防災協定に基づかない訓練の対象は、災害時の配備体制に基づき、公共土木施設災害の応急対応等に資するも

のとする。 
 「防災協定の目的」とは、主に「建設」、「人的・物的支援」、「物資輸送」、「廃棄物」、「防疫」などが

挙げられ、「目的別」とは、これらの目的が重複しないことを指す。なお、「防災協定の目的」の参考例など
を別表に示す。 

 配備訓練の実績は当該業務の開札日の属する年度の直前1ヶ年度及び当該業務入札公告日までの宮城県内での実
績を対象とする。 

 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの実績を申告することができる。 
 入札参加者は「（参考資料－２）災害時対応の実績説明資料」に必要事項を記載し提出する。 
 確認資料（落札候補者のみ提出）は下記のすべてとする。 

• 災害時の配備要領または配備体制図等 
• 配備訓練実施計画に基づき落札候補者が訓練を実施したことを確認できる資料 
• 配備訓練実施状況写真  
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 別 表  

評価対象の例示（災害時の配備体制及び訓練実施の有無） 

以下、県が締結する主な防災協定のうち主な内容・目的を示す 

 

 

 

  

大規模災害時における被害状況調査・応急措置に係る応援協力
に関する協定

自然災害 建設
災害発生時又は恐れのあるとき，公共土木施設等の調査及び応急
措置を依頼する際の取決め等に関する協定

災害時における応援・協力に関する協定
自然災害
人為災害

人的／物
的支援

災害時における応援活動及び機材等の支援に関する協定

特定家畜伝染病発生時等における防疫措置への協力に関する協
定

特殊災害 防疫 家畜伝染病発生時の埋却溝の掘削、処分家畜等の運搬及び埋却等

大規模災害時における応急業務に関する協定 自然災害 建設 大規模災害時における応急対策業務の応援に関する協定

災害時における応援協力に関する協定 自然災害 建設
災害時における公園緑地等の被災状況調査，倒木除去等に関する
応援協力に関する協定

災害時における被災住宅の応急修理に関する協定
自然災害
人為災害

建設 災害時における被災住宅の応急修理に関する協定

災害時における漁港・漁場の応急対策業務に関する協定 自然災害 建設
県が管理する漁港・漁場において，災害が発生し又は発生するお
それがある場合に，情報の収集や応急対策に必要な人員・資機材
の調達と，応急復旧工事の実施に関する協定

大規模災害時における建設発生土の受入に係る情報提供等に関
する協定書

自然災害 建設
大規模災害時における建設発生土の受入に係る情報提供等に関す
る協定

災害時における復旧支援協力に関する協定 自然災害 建設
災害発生時における下水道施設（管路）の応急復旧のために必要
な業務に関する支援協定

災害等支援協力に関する協定 自然災害 建設
災害や事故等発生時における水道及び工業用水道施設の応急復旧
のために必要な業務に関する支援協定

緊急物資の輸送に関する協定
自然災害
人為災害

物資輸送 生活救援物資等緊急物資の輸送に関する協定

原子力災害時の物資等の輸送に関する覚書 特殊災害 物資輸送
原子力災害又は発生するおそれがある場合の物資等の緊急輸送に
関する覚書

災害時における物資の供給等に関する協定書
自然災害
人為災害

物資輸送 災害時における水タンク，高圧洗浄機等の貸与に関する協定

災害時における下水・し尿・浄化槽汚泥及び災害廃棄物の撤去
等に関する協定

自然災害 廃棄物
災害時における下水・し尿・浄化槽汚泥及び災害廃棄物の撤去等
の協力に関する協力

災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定
自然災害
人為災害
特殊災害

廃棄物 災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定

協定等名称 目的 主な内容災害
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④災害時における地域貢献の実績の有無（過去5ヶ年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 実績なし 

2 良 実績あり 

4 優良 実績あり（業務箇所を所管する土木事務所管内の実績の場合） 

6 優良 実績あり（複数の防災協定（目的別）について、それぞれ対応した実績

または単一の防災協定について、複数回対応した実績） 

 災害等発生時における巡回パトロール、応急対策、救援活動等の地域貢献の実績を対象とする。 
 「複数の防災協定（目的別）について、それぞれ対応した実績」については、いずれかの協定に対応した実績

が業務箇所を所管する土木事務所管内での実績である場合、又は、いずれの実績も業務箇所を所管する土木事
務所管内での実績である場合を対象とする。 

 「単一の防災協定について、複数回対応した実績」については、いずれの実績も業務箇所を所管する土木事務
所管内での実績である場合を対象とする。 

 当該業務の開札日の属する年度の直前5ヶ年度及び当該業務入札公告日までにおける、宮城県内での実績を対象
とする。 

 契約に基づく対価の支払いを受けたもの又は受ける予定のものは対象としない。（ただし、協定等に基づくも
のは有償も対象とし、関連した緊急随意契約案件も含むものとする。） 

 義援金、募金、援助物資等の金品の提供のみについては対象としない。 
 当該業務に共同企業体や組合として入札参加する場合は、構成員いずれかの実績を申告することができる。 
 実績資料（落札候補者のみ提出）は災害時地域貢献に対しての国、県又は市町村の証明書（公印又は担当職員2

名の記名押印）とする。 
 複数の管内に業務範囲がおよぶ場合は、いずれかの管内での実績があれば実績として認める。 
 活動に関する覚書、協定又は活動要領等に基づかない活動は、これらの資料は提出不要であるが、活動を証明

できる実績資料を適切に提出すること。 

４．業務計画等 

業務の体制や理解度を書面により評価を行うもの。 

１）業務計画等 

①課題１ 業務、体制等の工夫 

【記入内容】 

この業務における連絡体制、安全確保、緊急時の初動体制についての方針及び工夫し

ていることについて記入する。 

【判断基準】 

業務の内容を十分に理解し、適切な体制を確保したうえで、さらに工夫が見られる

か。 

配点 評価 各評価の視点の評価基準 

0 不適切 業務内容を理解していないなど不適切な記載 

10 可 仕様書で規定されている内容程度以下 

20 良 仕様書で規定されている内容を踏まえ工夫が見られる 

40 優 仕様書で規定されていない重要な事項や優位な工夫が見られる 

②課題２ 地域特性の理解度 

【記入内容】 

この業務における地域特性を把握し、その克服方法やその工夫について記入する。 

【判断基準】 

業務の地域特性を地理的、気象的、住民視点から十分に理解し、工夫が見られるか。 

配点 評価 各評価の視点の評価基準 

0 不適切 業務内容を理解していないなど不適切な記載 

10 可 仕様書で規定されている内容程度以下 

20 良 仕様書で規定されている内容を踏まえ工夫が見られる 

40 優 仕様書で規定されていない重要な事項や優位な工夫が見られる 
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５．不誠実な行為の有無（減点項目） 

①不誠実な行為（過去3ヶ月）の有無 

配点 評価 評 価 基 準 

-2 著しく劣る 文書での改善指示複数回目（工事成績の減点措置複数件） 

-0.5 劣る 文書での改善指示１回目（工事成績の減点措置１件） 

0 標準 なし 

 入札参加者は当該業務入札公告日を含む直前3ヶ月間において、不誠実な行為がある場合に自己申告する。 
 対象となる要件は以下のとおり。 

①宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領第11条による書面での警告措置がなされた場合。 
②宮城県の別工事で総合評価技術資料に虚偽の申告等があり、入札が無効となった場合。 
③県工事成績調書作成要領・工事成績調書の考査項目別採点運用表の評価項目で規定された以下の事項につい

て監督職員からの文書による改善指示が行われた場合。 

 当該業務入札公告日の翌日以降落札者の決定までの間に、上記で規定する不誠実な行為が確認された場合は、
発注者が評価時に減点措置を講じるものとする。 

  

（改善指示事項） 

・施工体制の不備 

・配置技術者の不備 

・設計図書との不適箇所の改造請求 

・契約図書に基づく施工上の義務に対する改善請求 

・請負者の責による工程管理の不備 

・安全対策に関する現場管理又は防災体制が不適切 

・関係法令に違反する恐れがある場合 

・出来型管理が不備である場合 

・品質管理が不備である場合 等 
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別紙３ 価格以外の評価項目における提出資料・確認方法 

評　価　項　目 　　　　　　　　実績資料（落札候補者のみ） 確認方法（落札候補者のみ）

企業の工事成績評定（過去暦年5年間の平
均）

・資料不要 ・発注者にて別途確認

地理的条件 ・登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）の写し
・登記事項証明書で証明できない場合は、公的に証明できる資
料の写し（入札参加登録や建設業許可または変更届等、申告
年以上所在していることが確認できる資料の写し）

・左記資料により確認

機械保有状況 ・当該業務入札公告日に有効な経営事項審査で申請している
保有状況一覧表

・左記資料により確認

技術職員数 ・当該業務入札公告日に有効な経営事項審査で申請している
技術職員名簿
・評価対象となる技術者の在住地が確認できる資料（保険証や
運転免許証の写し等）

・左記資料により確認

業務理解度
同種業務の実績 ・履行実績が確認できる契約図書の写し ・左記資料により確認

配置する技
術者の評価

技術者が有する技術資格または業務経験 ・合格証明証の写し
・従事実績が確認できる契約図書の写し

・左記資料により確認

労働福祉

建設業退職金共済制度や退職一時金制度
等の導入の有無

・資料不要
※CIICへの登録が未了の場合には「経営規模等評価結果通知
書」の写し
【経営事項審査以降に導入した場合】
・「建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査
用）」、加入証明書等の写し

・発注者にて別途確認または左記資料により確認
※一般財団法人建設業情報管理センター（CIIC)HP＞経営事項
審査結果の公表
http://www7.ciic.or.jp/

ICT活用証明書・週休2日実施証明書の有無 ・証明書の写し ・左記資料により確認

女性活躍推進 ・資料不要
【入札参加登録時以降に認証取得した場合】
・「女性のチカラを活かす企業」認証書の写し

・発注者にて別途確認または左記資料により確認

県内の市町村が管理する道路の除融雪業
務の実績（過去5ヶ年度）

・元請として履行したことが確認できる契約図書の写し
・作業実績が確認できる資料
【覚書、協定等による業務の場合】
・覚書、協定等の写し及び業務実績を証明する契約図書等の写
し

・左記資料の確認

県内の市町村の施設管理業務等の実績（道
路除融雪業務を除く）（過去5ヶ年度）

・元請として履行したことが確認できる契約図書の写し
・作業実績が確認できる資料
【覚書、協定等による業務の場合】
・覚書、協定等の写し及び業務実績を証明する契約図書等の写
し

・左記資料の確認

宮城県のスマイルサポーターとしての実績
（過去5ヶ年度）

・スマイルサポーターに関する覚書
・スマイルサポーター実績報告
・スマイルサポーター構成員名簿
【入札参加者の所属する団体がスマイルサポーターとして認定
を受けている場合】
・当該団体に加入していることを証する書類

・左記資料の確認

災害対策基本法に基づく指定地方公共機関
等の有無

・災害対策基本法に基づく指定公共機関または指定地方公共
機関として指定を受けた団体に加入していることを証する書類

・左記資料の確認

防災協定締結の有無 ・防災協定書の写し
・入札参加者の所属する団体が防災協定を締結している場合
は、当該団体に加入していることを証する書類

・左記資料の確認

災害時の配備体制及び訓練実施の有無（過
去1ヶ年度）

・災害時の配備要領または配備体制図等
・配備訓練実施計画に基づき落札候補者が訓練を実施したこと
を確認できる資料及び実施状況が確認できる写真

・左記資料の確認

災害時における地域貢献の実績の有無（過
去5ヶ年度）

・災害時地域貢献に対しての国、県又は市町村の証明書（公印
又は担当職員2名の記名押印）
【協定等に基づく有償の場合】
上記の証明書に代え、「国、県又は市町村からの要請の写し」、
「当該団体に加入していることを証する書類」及び「契約書の写
し」をもって評価することができる

・左記資料の確認

業務、体制等の工夫

地域特性の理解度

減
点

・資料不要 ・発注者にて別途確認

地
域
性

地域貢献

※資料不要とあるものについて資料の提出を求める場合や、実績等を確認するために追加資料の提出を求める場合があります。

評価の視点

技
術
力

企業評価

・指定様式への記載の確認

不誠実な行為の有無

業
務
計
画
等

業務計画等

災害時地域
貢献

社
会
性

生産性向
上・働き方改

革

・資料不要
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３－２ 総合評価技術資料作成要領 

１ 入札参加時 

入札参加者は「地域維持型業務総合評価落札方式の手引き」により提出資料を作成し提出

するものとする。 

提出資料は、『総合評価技術資料』と『参考資料』からなる。 

『総合評価技術資料』とは、「様式－地１～２」とする。 

『参考資料』とは、「参考資料－１～２」とし、入札参加時において、入札参加者が『総

合評価技術資料』を作成する際の取りまとめ資料として活用する。 

『総合評価技術資料』のうち「様式地－２」の記載は、当該業務に配置する技術者の責任

において作成することが必要である。 

記載様式 内容に関する留意事項 

１「様式－地１」 

 

価格以外の評価項目及び評価基準 

○「技術力」「社会性」「地域性」 

評価の視点の「技術力」「社会性」「地域性」については、「参考

資料－１」に必要事項を記載し申告内容を取りまとめた上で、各評価

項目に対する評価基準値を１つ選択する。 

配置技術者の追加専任対象業者は、全ての配置する技術者について

本様式をシステム上で作成し提出する。その際、技術力（配置技術者

の評価）については、それぞれの技術者の氏名、実績等を記載し提出

する。 

○「技術提案等」 

評価の視点の「業務計画等」については「様式地－２」に記載す

る。 

○「不誠実な行為の有無」 

当評価項目の要件等は本手引き「３ 総合評価落札方式における審

査・評価－別紙２ 価格以外の評価項目における評価基準」による。 

 

２「様式－地２」 

 

○「業務、体制等の工夫」 

本業務の実施にあたって、「連絡体制の工夫（平常時・緊急

時）」、「安全確保への配慮」、「緊急時の初動体制」の３つの評価

の視点それぞれに関し、具体的な実施方法や、その工夫を記載する。

（箇条書き可） 

○「地域特性の理解度」 

本業務の実施にあたって、「現場条件の把握」、「現場条件への対

応」、「地域住民視点からの工夫」の３つの評価の視点それぞれに関

し、業務を遂行するうえで重要な現場条件を記載する。（箇条書き

可） 
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記載様式 内容に関する留意事項 

３「参考資料－１」 

 ※共通 

 

１ 企業評価 

○企業の工事成績評定（過去暦年 5 年間の平均） 

①宮城県建設工事競争入札参加資格登録承認者名簿記載点数（過去暦

年 5 年間の平均点）を入力する。 

○地理的条件 

①当該業務の入札公告日において、建設工事入札参加登録に届け出の

ある本社・本店（主たる営業所）の所在地及び所在年数を入力す

る。 

○機械保有状況 

 ①当該業務の入札公告日に有効な経営事項審査で申請している建設機

械の保有台数を入力する。 

○技術職員 

 ①当該業務の入札公告日に有効な経営事項審査で申請している技術職

員名簿のうち、入札公告日時点で発注者が指定する区域に在住して

いる技術職員数を入力する。 

 

２ 業務理解度 

○同種業務の実績 

 ①申告する同種業務の業務名称、発注機関、業務場所、業務概要及び

実績年数（業務期間）を入力する。 

 

３ 配置する技術者の評価 

○技術者が有する技術資格または業務経験 

 ①当該業務に配置する技術者の氏名及び職名のほか、技術資格名及び

登録番号、申告する同種業務の業務名称、発注機関、業務場所、業

務概要、経験年数（従事期間）及び従事職名を入力する。 

 

４ 労働福祉 

○建設業退職金共済制度や退職一時金制度等の有無 

①対象となる制度いずれかの導入の有無を入力する。 

 

５ 生産性向上・働き方改革 

○ICT 活用証明書・週休２日実施証明書の有無 

 ①証明書番号及び発行日を入力する。 

○女性活躍推進 

 ①「女性のチカラを活かす企業」の認証の有無を入力する。 

 

６ 地域貢献 

○県内の市町村が管理する道路の除融雪業務の実績（過去 5 ヶ年度） 

①申告する業務の発注機関、業務箇所、業務期間及び業務名称を入力

する。 

○県内の市町村の施設管理業務等の実績（道路除融雪業務を除く）（過

去 5 ヶ年度） 

 ①申告する業務の発注機関、業務箇所、業務期間及び業務名称を入力

する。 
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記載様式 内容に関する留意事項 

○宮城県のスマイルサポーターとしての実績（過去 5 ヶ年度） 

①スマイルサポーターの名称（「スマイルロード」、「スマイルリバ

ー」、「スマイルビーチ」、「スマイルポート」、「みやぎふれあ

いパークサポーター」）、活動箇所、団体名、活動場所及び活動年

月日を入力する。 

 

７ 災害時地域貢献 

○災害対策基本法に基づく指定地方公共機関等の有無 

①災害対策基本法に基づく指定公共機関または指定地方公共機関の有

無（有る場合は団体名）を入力する。 

○防災協定締結の有無 

 ①当該業務の入札公告日における、防災協定締結の有無（有る場合は

防災協定の名称及び協定者（甲・乙））を入力する。 

○災害時の配備体制及び訓練実施の有無（過去 1 ヶ年度） 

 ①公共土木施設災害の応急対応等に資する訓練や防災協定の目的を達

成するための訓練の実績有無（有る場合は内容及び実施年月日）を

入力する。 

②詳細については、「参考資料－２」に入力する。 

○災害時における地域貢献の実績の有無（過去 5 ヶ年度） 

①災害発生時における地域貢献の実績有無（有る場合は業務箇所及び

実績年月日、協定に基づく実績の場合は協定名称）を入力する。 

 

２ 落札候補者となった時 

落札候補者となって発注者より提出を求められた場合、記載内容を証明する資料として、

実績資料を提出すること。実績資料の詳細は『本手引き３－別紙３「価格以外の評価項目に

おける提出資料・確認方法」』を参照すること。 
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参考資料 土木事務所および管内市町村一覧 

 

土木事務所 管内市町村一覧

1 大河原土木事務所 白石市，角田市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，村田町，柴田町，川崎町，丸森町

2 仙台土木事務所
仙台市，塩竈市，名取市，多賀城市，岩沼市，富谷市，亘理町，山元町，松島町，七ヶ浜町，利府町，
大和町，大郷町，大衡村

3 北部土木事務所 大崎市，色麻町，加美町，涌谷町，美里町

4 北部土木事務所栗原地域事務所 栗原市

5 東部土木事務所 石巻市，東松島市，女川町

6 東部土木事務所登米地域事務所 登米市

7 気仙沼土木事務所 気仙沼市，南三陸町
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（様式－地１）

価格以外の評価項目及び評価基準
採用

選択 評価点 選択 評価点 評価点

1 ７５点未満または実績なし 0 0.00

2 ７５点以上７８点未満 1 0.45

3 ７８点以上８０点未満 2 0.90

4 ８０点以上８２点未満 3 1.35

5 ８２点以上 4 1.80

1 業務箇所の市町村内に本社・本店が10年未満所在または所在なし 0 0.00

2 業務箇所の市町村内に本社・本店が10年以上20年未満所在 2 0.90

3 業務箇所の市町村内に本社・本店が20年以上所在 4 1.80

1 下記以外 0 0.00

2 自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数未満、1/2以上 2 0.90

3 自社保有（リース含む）による建設機械保有台数が指定台数台以上 4 1.80

1 下記以外 0 0.00

2 指定する区域に在住している技術職員数が指定人数未満、1/2以上 2 0.90

3 指定する区域に在住している技術職員数が指定人数以上 4 1.80

1 下記以外 0 0.00

2 同種業務を1年以上3年未満履行した実績あり 1 1.00

3 同種業務を3年以上履行した実績あり 2 2.00

1 下記以外 0 0.00

2 2級土木施工管理技士または同種業務を1年以上3年未満経験 1 1.00

3 1級土木施工管理技士または同種業務を3年以上経験 2 2.00

小計 20 11.20 - - -

1 未導入 0 0.00

2 導入済み 2 1.00

1 実績なし 0 0.00

2 ＩＣＴ活用証明書または週休２日実施証明書を取得 2 0.75

1 実績なし 0 0.00

2 本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」の認証取得済み 2 0.75

小計 6 2.50 - - -

1 実績なし 0 0.00

2 市町村が管理する道路の除融雪業務の実績あり 2 0.85

3 業務箇所の市町村内での市町村が管理する道路の除融雪業務の実績あり 4 1.69

1 実績なし 0 0.00

2 市町村の施設管理業務の実績あり 2 0.85

3 業務箇所の市町村内での市町村の施設管理業務の実績あり 4 1.69

1 下記以外 0 0.00

2
業務箇所を所管する土木事務所管内での県のスマイルサポーターとしての実
績あり

1 0.42

3
業務箇所を所管する土木事務所管内かつ業務箇所の市町村内での県のス
マイルサポーターとしての実績あり

2 0.85

1 指定なし 0 0.00

2 災害対策基本法に基づく指定公共機関（国指定） 3 1.35

3 災害対策基本法に基づく指定地方公共機関（県指定） 5 2.24

1 防災協定なし 0 0.00

2 県以外（国、市町村）との防災協定（配備体制等含む）あり 2 0.90

3 県との防災協定（配備体制等含む）あり 3 1.35

4
県との防災協定（配備体制等含む）ありかつ業務箇所の市町村内に本社・本
店あり

4 1.79

1 実績なし 0 0.00

2 実績あり（防災協定に基づかない訓練） 1 0.45

3 実績あり（防災協定の目的を達成するための訓練） 2 0.90

4
実績あり（複数の防災協定（目的別）の目的を達成するための訓練をそれぞ
れ実施）

3 1.35

1 実績なし 0 0.00

2 実績あり 2 0.90

3 実績あり（業務箇所を所管する土木事務所管内の実績の場合） 4 1.79

4
実績あり（複数の防災協定（目的別）について、それぞれ対応した実績または
単一の防災協定について、複数回対応した実績）

6 2.69

小計 28 12.30 - - -

1 業務、体制等の工夫 3.00 0.00 0.00

2 地域特性の理解度 4.00 0.00 0.00

小計 7.00 0.00 0.00

1 実績なし 0 0

2 文書での改善指示１回目（工事成績の減点措置１件） -0.5 -2

3 文書での改善指示複数回目（工事成績の減点措置複数件） -2 -8

合計 - - -

令和●年度●●●－●号

●●●維持管理業務委託

●台以上（1/2は●台）

在住地：●●市・●●町　人数：●人以上（1/2は●人）

市町村：●●市・●●町　所管：●●●土木事務所

建 設 機 械 保 有 台 数

技 術 職 員 の 在 住 地 及 び 人 数

業務箇所の市町村及び所管する土木事務所

業務理解度

配点 評価点 持点

7.20

2.00

2.00

1.00

1.50

4.23

8.07

社
会
性

企業評価

地理的条件

災害時地域貢
献

入札者入力欄 発注者入力欄

-

-

-

-

不誠実な行為の有無 -8.00

-

災害対策基本法に基づく
指定地方公共機関等の
有無

-

-

-

-

-

技
術
力

業

務

計

画

等

-

女性活躍推進

地域貢献

-

-

機械保有状況

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

●●●土木事務所発注の●●●を含む業務

-

--

-

-

-

-

-

-

評価点満点

7.20

7.00

8.07

企業評価

33.00

-

-

-

4.23

1.50

業務理解度 2.00

-

-

評価項目

7.00

評価基準値

技術者が有する技術資
格または業務経験

建設業退職金共済制度
や退職一時金制度等の
導入の有無

技術職員数

企業の工事成績評定(過
去暦年5年間の平均）

県内の市町村の施設管
理業務等の実績（道路除
融雪業務を除く）（過去5ヶ
年度）

県内の市町村が管理す
る道路の除融雪業務の
実績（過去5ヶ年度）

ＩＣＴ活用証明書・週休2日
実施証明書の有無

評価の視点

配置する技術者
の評価

地
域
性

同種業務の実績

労働福祉

生産性向上・働
き方改革

宮城県のスマイルサポー
ターとしての実績（過去
5ヶ年度）

-

-

-

同 種 業 務

業 務 名

--

合計

不誠実な行為の有無

中計

施工計画等

災害時地域貢献

地域貢献

生産性向上・働き方改革

労働福祉

配置する技術者の評価

1.00

2.00

0.00

-

0.00

0.00

-

-

業 務 番 号

会 社 名

- -

災害時における地域貢献
の実績の有無（過去5ヶ
年度）

- - -

災害時の配備体制及び
訓練実施の有無（過去
1ヶ年度）

- - -

-

防災協定締結の有無

-

-
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（様式－地２）

視 点

1

記載無し 記載無し 記載無し 2

優 優 優 3

良 良 良

可 可 可 合 計

　不適切 　不適切 　不適切 評 価 点

業務計画（業務、体制等の工夫）
業 務 番 号

業 務 名

会 社 名

令和●年度●●●－●号

●●●維持管理業務委託

具体的な内容

小 項 目 １ 連絡体制の工夫（平常時・緊急時）

小 項 目 ３ 緊急時の初動体制

小 項 目 ２ 安全確保への配慮

具体的な内容

具体的な内容

小項目1 小項目2 小項目3

点数評 価 の 視 点

記載無し

記載無し

評
価

0

記載無し

0
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（様式－地２）

視 点

1

記載無し 記載無し 記載無し 2

優 優 優 3

良 良 良

可 可 可 合 計

　不適切 　不適切 　不適切 評 価 点

会 社 名

業務計画（地域特性の理解度）
業 務 番 号 令和●年度●●●－●号

業 務 名 ●●●維持管理業務委託

小 項 目 １ 現場条件の把握

具体的な内容

小 項 目 ２ 現場条件への対応

具体的な内容

小 項 目 ３ 地域住民視点からの工夫

具体的な内容

0

0

評 価 の 視 点

評
価

点数

小項目1 小項目2 小項目3 記載無し

記載無し

記載無し

25



（参考資料－１）

資格・実績、社会的責任、地域貢献の状況

工事成績評定
(過去暦年５年間の平均）

80点
本社（本
店）所在地

所在年数 25年

機械保有状況（リース含む） 技術職員数

業務名称

発注機関 業務場所

業務概要

実績年数（業務期間）

技術者氏名 職名

技術資格 資格名 登録番号

業務名称

発注機関 業務場所

業務概要

経験年数（従事期間） 従事職名

労
働

福
祉

建設業退職金共済制度や退職
一時金制度等の有無

ＩＣＴ活用証明書番号 発行日

週休2日実施証明書番号 発行日

女性のチカラを活かす企業の認
証有無

発注機関 業務箇所

業務期間

業務名称

発注機関 業務箇所

業務期間

業務名称

名称 活動箇所

団体名 活動年月日

指定地方公共機関等団体名

協定者：甲

協定者：乙

内容

実施年月日

協定名称

業務箇所 実績年月日

番号 氏名

例 宮城　太郎 ●●市

1 宮城　太郎 ●●市

2 宮城　太郎 ●●市

3 宮城　太郎 ●●市

4 宮城　太郎 ●●市

5 宮城　太郎 ●●市

6 宮城　太郎 ●●市

7 宮城　太郎 ●●市

8 宮城　太郎 ●●市

9 宮城　太郎 ●●市

10 宮城　太郎 ●●市

11 宮城　太郎 ●●市

12 宮城　太郎 ●●市

13 宮城　太郎 ●●市

14 宮城　太郎 ●●市

15 宮城　太郎 ●●市

16

17

18

19

20

合計 15人

技
術
職
員
数

業 務 名

会 社 名

令和●年度●●●－●号●●●維持管理業務委託

0

企
業

評
価

令和●年●月●日

住所（確認に必要な最小限の住所） 職名

主任技術者

主任技術者

技
術
力

生
産
性
向
上

働
き
方
改
革

令和●年●月●日

令和●年●月●日

●●●

●●●

●●市

15台 15人

主任技術者宮城　太朗

1級土木施工管理技士

社
会
性

●●市・●●町全域業
務

理
解
度

●年●ヶ月

災
害
時
地
域
貢
献

地
域
貢
献

導入済み

認証あり

令和●年●月●日から令和●年●月●日まで

●●地区維持管理業務委託

県内の市町村の施設管理業務
等の実績

●●市

●●●協会

「災害時における●●●に関する協定」に基づく訓練

令和●年●月●日
災害時の配備体制及び訓練

災害時における地域貢献
災害時における●●●に関する協定

●●市 令和●年●月●日

配
置
す
る
技
術
者
の

評
価

●年●ヶ月 主任技術者

地
域
性

宮城県

●●●協会

県内の市町村が管理する道路の
除融雪業務の実績

●●地区道路除融雪業務委託

●●市

スマイルロード

●●●会

●●市 ●●市

令和●年●月●日から令和●年●月●日まで

宮城県のスマイルサポーターとし
ての実績

防災協定名称 災害時における●●●に関する協定

●●地区道路・河川海岸維持管理業務委託

●●土木事務所

道路管理業務L＝●km、河川海岸管理業務L=●km

9999

道路管理業務L＝●km、河川海岸管理業務L=●km

●●地区道路・河川海岸維持管理業務委託

●●土木事務所 ●●市・●●町全域

●●市
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（参考資料－２）

災害時対応の実績説明資料

業 務 名

会 社 名

項 目

実 績 の 有 無

配備体制図、要領等

訓 練 実 施 日 時

訓練実績を説明する
資 料

配備訓練の実施内容
（具体的に）

当該項目について実績を有していない場合は提出を要しない。

●●●維持管理業務委託

災害時の配備体制及び訓練実施の有無
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４ 評価内容の担保 

４－１ 履行確認 

試行中のため履行確認は行わない。 

５ 中立かつ公正な審査・評価の確保（学識経験者） 

５－１ 学識経験者の意見聴取 

（１）学識経験者の意見聴取 

総合評価落札方式の適用により技術提案の審査・評価を行うに当たっては、発注者の恣意

を排除し、中立かつ公正な審査・評価を行う。 

〔参考：地方公共団体における学識経験者の意見聴取〕 
地方公共団体において総合評価方式を行おうとするときは、２人以上の学識経験者の意見

を聴くこととされている。この場合、発注関係事務の量が増えることが考えられるが、以下

のような運用面での工夫を行うことが可能である旨が品確法基本方針第２の５に定められて

いる。 

なお、学識経験者には、意見を聴く発注者とは別の公共調達の発注者の立場での実務経験

を有している者等も含まれる。 

①発注者ごとに、又は各発注者が連携し都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を

設ける。 

②既存の審査の場に学識経験者を加える。 

③個別に学識経験者の意見を聴く。 

（２）学識経験を有する者の選定 

学識経験者は、当該業務を担当する部局とは別の部局の者とし、相応の経験と技術力を有

している者を充てるものとする。 

ただし、別の部局に該当者が不存在、または不足の場合は同一部局内の発注課とは別の課

の職員を選定できる。 

１）地域維持型業務総合評価落札方式 

本庁及び地方事務所 

技術主幹（班長）以上の職とし、職位上位の者から各所属長が指定するもの。 

（３）意見聴取方法 

第２章 実施手順の「総合評価落札方式実施手順」フロー図による各段階の「学識経験者

への意見聴取」においては、直接訪問による意見聴取を基本とし、場合によっては郵送によ

り、意見聴取を実施する。（電子メールは、情報の漏えい防止の観点から使用しないものと

する。） 
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６ 技術提案に関する秘密の保持 

６－１ 技術提案に関する秘密の保持について 

民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者

に知られることのないようにすること。 

７ 入札及び契約の過程に関する苦情処理 

７－１ 入札及び契約の過程に関する苦情処理について 

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針（基本方

針）第２の５においては、「入札及び契約の過程に関する苦情については、各発注者がその

苦情を受け付け、適切に説明を行うとともに、さらに不服のある場合には、第三者機関の活

用等により、中立かつ公正に処理する仕組みを整備するものとする」とされている。 

総合評価の審査結果については、入札者の苦情等に適切に対応できるように評価項目ごと

に評価の結果及びその理由を記録しておく。 

（１）第三者機関 

平成１３年１０月に条例で設置された「公共工事等入札・契約適正化委員会」が対応す

る。 

条例では、同委員会の『苦情調査部会』が調査審議し、部会の議決をもって委員会の議決

とすることができる。 

苦情調査部会の調査審議事項：公共工事及び特定調達の入札及び契約の過程に係る苦情に

関すること。 

（２）苦情処理手続き 

「政府調達に係る苦情の処理手続き要領（ＷＴＯ案件）」、「公共工事等に係る苦情対応

要領（非ＷＴＯ案件）」が既に定められている。 

「公共工事等に係る苦情対応要領（非ＷＴＯ案件）」では、対象となる苦情を“予定価格

（税込）が２５０万円以上である公共工事等の入札・契約の過程に係るもの”と規定してお

り、総合評価落札方式における苦情にも対応できる。 

 

※参考：苦情対応フローを添付   
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（参考）苦情対応のフロー～非特定調達の場合～ 

★苦情の原因となる事実 

 

（１）入札参加者等からの苦情申立て（口頭でのやりとり） 

 

（２）発注機関との協議（主として口頭でのやりとり） 

          ★の翌日から起算して５日以内 

（３）書面による発注機関あて一次苦情申立て 

 

申立期間の経過その他客観的かつ明白な事由による却下 

          （３）を受理した日の翌日から起算して５日以内 

（４）書面により回答（再苦情申立の教示を含む） 

          （４）を受け取った日の翌日から起算して７日以内 

（５）再苦情の申立て（知事あて） 

          （５）の申立後５日以内（直ちに） 

申立期間の経過その他客観的かつ明白な事由による却下 

 

（６）（知事から）委員会へ諮問 

          （５）の申立てからおおむね５０日以内 

（７）審議結果をとりまとめ、知事に答申 

          （７）の答申を受けた日の翌日から起算して５日以内 

（８）知事は、再苦情申立者に対する回答を行う 
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８ 評価結果等の公表 

８－１ 評価結果等の公表について 

（１）入札結果の公表について 

一般競争入札（ダイレクト型）の場合 総合評価落札方式の場合 

 

・入札参加条件設定調書 

・積算内訳書 

・入札調書 

 

・競争入札委員会復命書 

（調査基準価格を下回る入札があった場合） 

 

 

①総合評価落札方式を行う理由 

②入札参加条件設定調書 

③積算内訳書 

④入札調書 

⑤価格点、価格以外の評価点、総合評価点 

⑥競争入札委員会復命書 

（調査基準価格を下回る入札があった場合） 

⑦落札者とした理由 

 

（２）総合評価落札方式よる公表資料 

公表内容 公表資料 

①総合評価落札方式を行う理由 総合評価結果一覧表 

⑤価格点、価格以外の評価点、総合評価点 総合評価結果一覧表 

⑦落札者とした理由 総合評価結果一覧表 
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総
合

評
価

結
果

一
覧

表
（
地

域
維

持
型

業
務

）
　

入
札

者
数

：
社

満
点

＼
会

社
名

企
業

評
価

7
.2

0
業

務
理

解
度

2
.0

0
配

置
す

る
技

術
者

の
評

価
2
.0

0
労

働
福

祉
1
.0

0
生

産
性

向
上

・
働

き
方

改
革

1
.5

0
地

域
貢

献
4
.2

3
災

害
時

地
域

貢
献

8
.0

7
7
.0

0

3
3
.0

0

入
札

価
格

(円
）

入
札

率
（
％

）
価

格
評

価
点

（
Ｂ

）
7
0
.0

0

総
合

評
価

点
　

（
Ａ

）
＋

（
Ｂ

）
総

合
評

価
点

順
位

落
札

者

理
由

　
本

総
合

評
価

落
札

方
式

に
お

け
る

価
格

以
外

の
評

価
項

目
の

う
ち

、
技

術
力

、
社

会
性

、
地

域
性

は
入

札
者

の
申

告
点

を
最

大
点

と
し

、
総

合
評

価
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
こ

の
た

め
、

総
合

評
価

点
の

最
上

位
者

よ
り

申
告

内
容

を
証

明
す

る
裏

付
け

資
料

の
提

出
を

受
け

、
そ

の
内

容
が

確
認

さ
れ

れ
ば

次
点

以
下

の
者

が
落

札
者

の
総

合
評

価
点

を
上

回
る

こ
と

は
な

い
た

め
、

落
札

者
と

し
て

決
定

し
て

い
ま

す
。

　
以

上
の

こ
と

か
ら

落
札

者
を

除
く

入
札

者
は

、
申

告
内

容
の

確
認

審
査

（
「

業
務

計
画

等
」

を
除

く
）

を
し

て
い

な
い

た
め

、
総

合
評

価
点

は
確

定
値

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

価
格

に
関

す
る

評
価

総
合

評
価

評
価

の
視

点

地
域

性
価

格
以

外
の

評
価

社
会

性

価
格

以
外

の
評

価
合

計
（
Ａ

）

技
術

力

業
務

計
画

等
不

誠
実

な
行

為
の

有
無

公
表

用

総
合

評
価

を
適

用
す

る
理

由

予
定

価
格

課
名

又
は

公
所

名
業

務
番

号
業

務
名
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